
旅行会社用
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令和4年10月4日
くまもと再発見の旅事務局



令和２年７月豪雨災害により甚大な被害を受けた被災地においては、宿泊施設が徐々

に営業を再開されたり、官民それぞれで観光客受入に向けたハード・ソフト事業が実施

されるなど、復興に向けて一歩ずつ着実に進んでおられます。

そこで、被災地域内の多くの宿泊施設や旅行会社が参画している県内旅行助成事業

「くまもと再発見の旅」事業と連動し、地域交通の利用を促進することで、豪雨被災地

域への更なる送客を図り、復興の後押しに繋げます。

１ はじめに

２ 内容

熊本県内又は鹿児島県内の旅行会社が、豪雨被災地を目的地として造成する観光バス

を組み込んだ旅行商品に対し、助成します。

※旅行会社とは、熊本県内又は鹿児島県内に営業所を有し、営業を行う旅行業法の

登録を受けた事業者で、本事業に参加申込みを行った事業者とする。

※「くまもと再発見の旅」（交通付旅行/宿泊/日帰り商品）及び各自治体の助成事

業（旅行助成事業、交通機関への助成事業）との併用は可能です。

ただし、利用者（旅行者）の実質負担額が0円を下回らないことが併用条件です。

（３）利用対象者

令和4年10月11日（火）※～令和5年3月19日（日）までに催行されるもの

※事業期間の始期の考え方

「くまもと再発見の旅」の利用対象者と同一

（感染状況等に応じて、随時、利用対象者を変更する可能性があります。）

（４）豪雨災害被災地（以下、「被災地」という。）

八代市、人吉市、芦北町、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、

五木村、山江村、球磨村、津奈木町 2

（１）助成内容

（２）事業期間（助成対象の旅行期間）

「くまもと再発見の旅」

に参加する場合

既に参加している場合 令和4年10月11日（火）以降

今後参加する場合
「くまもと再発見の旅」の

参加申込日以降

「くまもと再発見の旅」に参加しない場合 本事業の参加申込日以降



（１）助成条件

助成対象 助成上限額

大型バス・中型バス １台当たり 5万円

小型バス・マイクロバス １台当たり 3万円

３ 観光バス料金に対する助成

宿泊旅行の場合は、被災地域内に宿泊することとし、日帰り旅行の場合は目的地を

被災地とした旅行商品とすること。また、宿泊地・目的地以外の地域にも観光を目的

として立ち寄ることを条件とします。

（適合例）

①出発（熊本市：熊本城見学）⇒人吉市（宿泊）⇒帰着

②出発（熊本市）⇒八代市（昼食）⇒人吉市（宿泊）⇒帰着

③出発（熊本市）⇒球磨村（昼食）⇒人吉市（宿泊）⇒帰着

④出発（熊本市）⇒八代市（昼食）⇒人吉市（酒蔵見学）⇒帰着：熊本市

（不適合例）

①出発（熊本市）⇒人吉市（宿泊）⇒帰着

⇒その他の地域に立ち寄っていないため、不可

②出発（熊本市）⇒人吉市（昼食）⇒人吉市（宿泊）⇒帰着

⇒その他の地域に立ち寄っていないため、不可

※ただし、バス料金額が、助成上限額を下回る場合は、料金額までを助成する。

●観光バス助成額の予算：約9,000千円（約180台分）

※本助成事業は、旅行会社からの予約申請順（予約先着順）となります。

熊本県内の旅行会社、鹿児島県内の旅行会社の区分で助成枠の配分を行います。

予算に限りがあり、予算額に達した時点で終了となります。

必ずしも助成金を請求できるとは、限りませんので御了承ください。
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（２）助成額



観光バスの料金に応じて、先にバス利用助成を適用し、１人当たりの販売料金（税

込）に応じて「くまもと再発見の旅」の助成を適用する。
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４ 申請手続き

（１）申請者

 熊本県内又は鹿児島県内の旅行会社で本事業に参加申込みを行った事業者が対象とな

ります。

※「くまもと再発見の旅」に参加している（する）事業者は、別途、本事業の参加申込

みを行う必要はありません。

（２）申請・支払いの流れ

事務局

①対象件数申請

②助成対象件数
受付・報告

（先着順）

③催行

④実績報告・請求

⑤支払い

（３）「くまもと再発見の旅」との併用の考え方

（３）申請に必要な書類

【提出書類】
（助成金申請時）

①豪雨被災地送客促進助成金（観光バス利用）申請書兼誓約書（様式１）

②ツアー行程表又はツアー・商品募集チラシ

③貸切バス運行引受書又は貸切バス手配書

催行後

（助成金請求時）
①豪雨被災地送客促進助成金（観光バス利用）完了報告書（様式２）

②豪雨被災地送客促進助成金（観光バス利用）請求書（様式３）

③貸切バスの台数及び費用が分かるもの

（バス会社からの請求の写し・領収書の写し等）

④利用者が宿泊したことを証する書類

⑤利用者からの入金が確認できるもの



5

（４）利用者が宿泊したことを証する書類/
利用者からの入金が確認できるもの（例）

①利用者が宿泊したことを証する書類

例：領収証・請求書・宿泊証明書・旅行会社発行の宿泊クーポンなど

（宿泊日・人数・旅行代金（宿泊プラン代金）・宿泊施設名等が記載されたもの）

②利用者からの入金が確認できるもの

例：領収証・請求書・仕訳帳・現金出納帳・総勘定元帳の写しなど

（お金の流れが分かり元値が確認できるもので、税込み、税抜き表記が無ければ明記）

※①と②を同一書類で確認できる場合は、一つの書類で可能です。

（５）申請方法

郵送での申請とし、必要書類に必要事項を記入し、下記送付先までお送りください。

【申請書の送付先】

※郵送先は、

〒860-0844

熊本県熊本市中央区水道町7−1 CITY16ビル4階

くまもと再発見の旅事務局 「観光バス助成分」宛

※送料は各自ご負担をお願いします。

（６）不正請求の確認・対応等

申請内容の適切性を確認するため、書類の追加提出を求めるとともに、熊本県観光連
盟及び事務局が監査・立ち入り検査を行う可能性があります。

仮に不正受給が発覚した場合には、本事業の参加事業者登録の取り消しを行うととも
に、捜査機関への通報対象とし、事業者名の公表、不正受給分の返還請求を行います。

（７）問い合わせ先

くまもと再発見の旅事務局
電 話：０９６－３１１－５５８８
ＦＡＸ：０９６－３５３－６６１１
メール：tomarou1@43.tripwari.jp
※受付時間：9:00~17:00
（土日・祝日は休業している場合がございます）

mailto:tomarou1@43.tripwari.jp

